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外
国
政
府
に
よ
る
土
地
取
得
の
実
態
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

在
京
中
国
大
使
館
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
所
有
し
て
い
た
南
麻
布
の
土
地
（
約
五
千

平
米
）
を
購
入
し
た
。
ま
た
、
在
新
潟
中
国
総
領
事
館
は
、
新
潟
市
内
に
あ
る
小
学
校
跡
地
の
購
入
を
市
に
申
し
入
れ
た
が
、

地
元
住
民
の
反
対
も
あ
り
同
跡
地
の
購
入
を
断
念
し
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
、
同
市
内
の
民
有
地
（
約
一
万
五
千
平
米
）
を

購
入
し
た
。
さ
ら
に
、
在
名
古
屋
中
国
総
領
事
館
も
、
国
家
公
務
員
宿
舎
の
跡
地
で
あ
る
国
有
地
（
約
八
千
平
米
）
等
の
取
得

を
目
指
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
中
国
政
府
に
よ
る
広
大
な
土
地
の
取
得
に
対
し
て
は
、
地
元
住
民
に
よ
る
反
対

運
動
も
起
き
、
我
が
国
国
民
は
懸
念
を
抱
い
て
い
る
。

本
年
三
月
十
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
玄
葉
外
務
大
臣
は
、
外
国
政
府
等
に
よ
る
我
が
国
の
土
地
の
取
得
に

関
し
、
「
公
館
の
土
地
の
取
得
の
話
、
そ
し
て
ま
た
、
（
中
略
）
外
国
人
の
土
地
の
取
得
の
問
題
、
こ
れ
を
併
せ
て
広
く
検
討

し
た
ら
い
い
と
思
う
し
、
検
討
す
べ
き
だ
と
私
も
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

外
国
政
府
が
過
去
十
年
間
に
取
得
し
た
我
が
国
の
土
地
に
関
し
、
そ
の
所
在
地
、
面
積
、
用
途
及
び
取
得
価
額
を
国
別
に

全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
中
国
に
関
し
て
は
、
一
九
七
二
年
の
国
交
正
常
化
か
ら
現
在
ま
で
の
期
間
に
つ
い

て
、
右
の
事
項
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



二

外
国
政
府
に
よ
る
我
が
国
の
土
地
の
取
得
に
関
し
て
、
国
有
地
、
公
有
地
、
民
有
地
に
区
分
し
て
、
次
の
点
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

�

外
務
省
は
、
外
国
政
府
に
よ
る
土
地
取
得
の
意
向
を
、
当
該
土
地
の
取
得
以
前
に
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
い
か
な

る
経
路
を
通
じ
、
い
か
な
る
過
程
を
経
て
把
握
す
る
こ
と
と
な
る
か
。

�

外
務
省
は
、
当
該
土
地
の
所
有
者
と
の
間
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
か
。

三

外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
二
十
一
条
第
一
項
は
、
「
接
受
国
は
、
派
遣
国
が
自
国
の
使
節
団
の
た
め
に
必
要

な
公
館
を
接
受
国
の
法
令
に
従
っ
て
接
受
国
の
領
域
内
で
取
得
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
、
又
は
派
遣
国
が
取
得
以
外
の
方
法

で
施
設
を
入
手
す
る
こ
と
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
同
条
第
二
項
は
、
「
接
受
国
は
、
ま
た
、
必
要
な
場

合
に
は
、
使
節
団
が
使
節
団
の
構
成
員
の
た
め
の
適
当
な
施
設
を
入
手
す
る
こ
と
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し

て
い
る
。
ま
た
、
領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
三
十
条
第
一
項
は
、
「
接
受
国
は
、
派
遣
国
が
自
国
の
領
事
機
関

の
た
め
に
必
要
な
公
館
を
接
受
国
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
接
受
国
の
領
域
内
で
取
得
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
、
又

は
派
遣
国
が
取
得
以
外
の
方
法
で
施
設
を
入
手
す
る
こ
と
を
助
け
る
」
と
規
定
し
、
同
条
第
二
項
は
、
「
接
受
国
は
、
ま

た
、
必
要
な
場
合
に
は
、
領
事
機
関
が
そ
の
構
成
員
の
た
め
の
適
当
な
施
設
を
入
手
す
る
こ
と
を
助
け
る
」
と
規
定
し
て
い

二



る
。
両
条
約
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
外
国
政
府
に
よ
る
公
館
等
用
地
の
取
得
に
関
し
、
通
常
、
外
務
省
は
い
か
な
る
便
宜
を

図
っ
て
い
る
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

外
国
政
府
に
よ
る
我
が
国
の
土
地
の
取
得
に
関
し
て
は
、
用
途
や
公
館
の
職
員
数
等
に
応
じ
、
適
正
な
規
模
を
算
定
し
た

基
準
を
設
け
、
当
該
基
準
に
照
ら
し
て
適
当
で
な
い
場
合
に
は
、
土
地
の
取
得
を
制
限
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
る
。
我

が
国
政
府
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
を
設
け
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
基
準
を
設
け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
策

定
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


